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第 ９ 号 

熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

熊本県知事 木 村 敬 

熊本県手数料条例の一部を改正する条例 

熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１７７号中「第１８条第４項ただし書」を「第１８条第５項ただし書」

に改め、同項第１７９号の２中「第１８条第４項」を「第１８条第５項」に改め、同項第

１８０号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１１条第１項」を「第

１０条第１項」に改め、同項第１８１号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」

に改め、同項第１８２号中「第１８条第２０項」を「第１８条第２９項」に、「第１８条

第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１１条第１項」を「第１０条第１項」に改め、 

同項第１８３号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１８条第２０項」 

を「第１８条第２９項」に改め、同項第１８４号中「第１８条第１９項」を「第１８条第

２８項」に改め、同項第１８５号中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改め、

同項第１８６号中「第１８条第２４項第１号若しくは第２号」を「第１８条第３８項第１

号若しくは第２号」に改め、同項第２１９号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０

項」に改め、同項第２２０号中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改め、同

項第２２３号ア中「１７，０００円」を「２２，０００円」に改め、同号イ中「１２，０

００円」を「１７，０００円」に改め、同項第２９７号中「２，０００円。ただし、」を

「２，３００円（」に、「４，０００円」を「４，３００円）。ただし、情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により当該発給の申請をする場合には、１，９００円（旅券法第２

０条第２項の規定の適用を受ける場合には、３，９００円）」に改め、同項第３０２号及

び第３０３号中「３３，０００円」の次に「（当該申請を情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律第６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合における当該申請に係る審査にあっては、２６，５００円）」を加

え、同項第４０３号の２ア中「大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に

係る検査」を「大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免

許を受けている者に対する道路交通法第８９条第３項の規定による検査（以下この号にお 

いて「検査」という。）」に、「３，９００円」を「３，９５０円」に、「６，４００円」 

を「６，９５０円」に改め、同号イ中「普通自動車免許に係る」を「普通自動車仮運転免

許を受けている者に対する」に、「３，７５０円」を「３，８５０円」に、「４，５５０
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円」を「４，６５０円」に改め、同項第４０４号中「第９２条第１項」の次に「又は第９

５条の２第１１項」を加え、「免許証の交付」を「運転免許証（以下この号、第４０５号、

第４０５号の２、第４１１号及び第７項において「免許証」という。）の交付」に改め、

同号アを次のように改める。 

ア 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の場合 次の(ア)又は(イ)に掲

げる区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額 

(ア) 道路交通法第９２条第１項の規定による交付を受ける場合 ２，３５０円（

道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第３３条の６の２第６号に掲げ 

るやむを得ない理由のため免許証又は同法第９５条の２第２項第１号に規定する 

免許情報記録（第４０５号の２、第４１１号及び第７項において「免許情報記録」 

という。）の有効期間の更新（第４１１号、第４１１号の２、第７項及び別表第

１８において「免許証等の更新」という。）を受けることができなかった者であ

って、同法第９７条の２第１項第３号に該当して同項の規定の適用を受けたもの

（以下この号及び第４０５号の２において「特定試験免除者」という。）に対す

る交付にあっては、２，１００円）。ただし、日を同じくして第一種運転免許又

は第二種運転免許のうち２以上の種類の運転免許を受ける者（第４０５号の２に

おいて「複数免許取得者」という。）に対する交付にあっては、２，１５０円（

特定試験免除者に対する交付にあっては、１，９００円）に、与える運転免許１

種類ごとに２００円を加えた額 

(イ) 道路交通法第９５条の２第１１項の規定による交付を受ける場合 ２，５５

０円 

 第２条第１項第４０４号イ中「１，１５０円」を「１，１００円」に改め、同項第４０

５号ア中「２，２５０円」を「２，６００円」に改め、同号イ中「１，１５０円」を「１， 

０５０円」に改め、同項第４０５号の４中「３，５５０円」を「３，６５０円」に改め、

同号を同項第４０５号の５とし、同項第４０５号の３中「１，４５０円」を「１，４００

円」に、「１，２００円」を「１，１５０円」に改め、同号を同項第４０５号の４とし、

同項第４０５号の２を同項第４０５号の３とし、同項第４０５号の次に次の１号を加える。

 (405)の２ 道路交通法第９５条の２第３項の規定に基づく特定免許情報の記録又は同 

法第９５条の３の規定により読み替えて適用する同法第９２条第２項の規定若しくは 

同法第１０６条の４第２項の規定に基づく免許情報記録の書換え（運転免許の効力の 

停止の期間が満了した場合又は運転免許の効力の停止が解除された場合に同法第９５ 

条の２第１項の規定による申請をした者その他第７項で定める者に係る場合を除く。） 

   特定免許情報記録手数料 

  ア 特定免許情報の記録 次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)
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から(ウ)までに定める額 

(ア) 道路交通法第９５条の２第６項の規定による申出をする場合 １，５５０円

（特定試験免除者に係る記録にあっては、１，３５０円）。ただし、複数免許取

得者に係る記録にあっては、１，３５０円（特定試験免除者に係る記録にあって

は、１，１５０円）に、与える運転免許１種類ごとに２００円を加えた額 

(イ) 道路交通法第１０１条の４の２第２項の規定による申出（以下この号及び第

４１１号において「更新時不交付申出」という。）をする場合 ８００円 

(ウ) 道路交通法第９５条の２第６項の規定による申出及び更新時不交付申出のい

ずれをもしない場合 １，５００円。ただし、同法第９２条第１項、第９５条の

２第１１項若しくは第１０１条の４の２第１項の規定による免許証（仮運転免許

に係るものを除く。）の交付又は同法第９４条第２項の規定による免許証（仮運 

転免許に係るものを除く。）の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、１ 

００円 

  イ 免許情報記録の書換え １，５５０円（免許証（仮運転免許に係るものを除く。） 

及び道路交通法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードを有す 

る者（以下この号において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。） 

に係る書換えにあっては、１００円）。ただし、複数免許取得者（免許証・免許情

報記録個人番号カード保有者を除く。）に係る書換えにあっては、１，３５０円に、

与える運転免許１種類ごとに２００円を加えた額 

第２条第１項第４０７号ア中「２３，４００円」を「２３，７５０円」に改め、同号イ

中「１９，５００円」を「１９，８００円」に改め、同号ウ中「以下」を「第４０９号、

別表第１８、別表第３０及び別表第３１において」に、「１４，７００円」を「１４，４ 

５０円」に改め、同号エ中「これらの免許」を「これらの運転免許」に、「技能定員審査」 

を「技能検定員審査」に、「２１，５００円」を「２２，２００円」に改め、同項第４０

９号ア中「１４，５５０円」を「１５，１００円」に改め、同号イ中「１１，８５０円」

を「１２，０００円」に改め、同号ウ中「９，６５０円」を「９，９５０円」に改め、同

号エ中「これらの免許」を「これらの運転免許」に、「１２，４５０円」を「１２，８５

０円」に改め、同項第４１０号ア中「１，９００円」を「２，０５０円」に、「４，４０

０円」を「５，０５０円」に改め、同号イ中「１，７５０円」を「１，９５０円」に、「 

２，５５０円」を「２，７５０円」に改め、同号ウ中「１，６５０円」を「１，８００円」 

に、「３，１００円」を「３，５５０円」に改め、同号エ中「１，０００円」を「１，１

００円」に改め、同項第４１１号を次のように改める。 

(411) 道路交通法第１０１条第１項又は第１０１条の２第１項の規定に基づく免許証

等の更新 
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   免許証等更新手数料 

ア 免許証の有効期間の更新（同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を 

除く。） 次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)まで 

に定める額 

(ア) 道路交通法第１０１条の２の２第１項の規定による経由地公安委員会を経由  

して行う更新申請書の提出（以下この号において「経由申請」という。）をする

場合 ２，７５０円  

(イ) 更新時不交付申出をする場合（経由申請をする場合を除く。） １，３００ 

 円 

(ウ) 経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 ２，８５０円 

イ 免許情報記録の有効期間の更新（同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を

除く。） 次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)まで

に定める額 

(ア) 経由申請をする場合であって、道路交通法第１０１条の２の２第３項の規定

による申出（以下この号及び次号において「経由地書換申出」という。）をする

とき １，０００円 

(イ) 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき １，９５０円 

(ウ) 経由申請をしない場合 ２，１００円 

ウ 免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新 次の(ア)から(ウ)

までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア )から(ウ )までに定める額 

(ア) 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき ２，５００円 

(イ) 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき ２，８５０円 

(ウ) 経由申請をしない場合 ２，９５０円 

第２条第１項第４１１号の２中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「運転免許

証更新経由手数料」を「運転免許証等更新経由手数料」に改め、「５５０円」を削り、同

号に次のように加える。 

ア 経由地書換申出をする場合 １，７００円 

イ 経由地書換申出をしない場合 ７５０円 

 第２条第１項第４１１号の３中「第１０４条の４第６項」を「第１０５条の２第２項」

に、「１，１００円」を「１，１５０円」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

 (411)の４ 道路交通法第１０５条の２第４項の規定に基づく運転経歴情報の記録 

運転経歴情報記録手数料 ９００円。ただし、同法第１０５条の２第２項の規定に

よる運転経歴証明書の交付又は道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）

第３０条の１１第１項の規定による運転経歴証明書の再交付と同時に記録を受ける場
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合にあっては、１００円 

 第２条第１項第４１２号中「２，３５０円」を「２，２５０円」に改め、同項第４１４ 

号中「９００円」を「１，０００円」に改め、同項第４１４号の２ア中「１，３５０円」 

を「１，４００円」に改め、同号イ中「６，４５０円」を「６，６００円」に、「（道路 

交通法」を「（同法」に、「又は法」を「又は同法」に、「２，９００円」を「２，９５ 

０円」に改め、同項第４１５号中「自動車等」を「自動車及び一般原動機付自転車（別表 

第１９において「自動車等」という。）」に、「道路交通法第１１２条第１項第６号」を 

「同法第１１２条第１項第６号」に改め、「基づく」の次に「熊本県公安委員会の」を加 

え、「１，４００円」を「１，３５０円」に、「２，８５０円」を「３，１００円」に改 

め、同項第４１６号中「（昭和３５年総理府令第６０号）第３０条の１３第１項」を「第 

３０条の１１第１項」に、「１，１００円」を「１，１５０円」に改め、同項第４７８号 

から第４８１号までを次のように改める。 

(478) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項

又は第３０条第１項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する許可の申請に対

する審査 

宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請手数料 切土又は盛土をする土地の面積

の区分に応じ、次に掲げる額 

ア ５００平方メートル以内の場合 ２１，０００円 

イ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の場合 ３２，０００円 

ウ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 ４４，００

０円 

エ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の場合 ６２，００

０円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場合 ７２，００

０円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の場合 ９６，０

００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内の場合 １５０，

０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内の場合 ２２８，

０００円 

ケ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内の場合 ３５４，

０００円 

コ ７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の場合 ４９
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８，０００円 

サ １００，０００平方メートルを超える場合 ６４２，０００円 

(479) 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項又は第３５条第１項の規定に基

づく宅地造成又は特定盛土等に関する変更許可の申請に対する審査 

宅地造成又は特定盛土等に関する変更許可申請手数料 変更許可申請１件につき、

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が６４２，０００円を超えるときは、６

４２，０００円 

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更（イのみに該当する場合を除

く。）については、切土又は盛土をする面積（イに規定する変更を伴う場合にあっ

ては変更前の切土又は盛土をする面積、切土又は盛土をする面積の縮小を伴う場合

にあっては縮小後の切土又は盛土をする面積）に応じ前号に規定する額に１０分の

１を乗じて得た額 

イ 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入については、新たに編入される切

土又は盛土をする土地の面積に応じ前号に規定する額 

ウ その他の変更については、１０，０００円 

(480) 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０条第１項の規定に基

づく土石の堆積に関する許可の申請に対する審査 

土石の堆積に関する許可申請手数料 土石の堆積をする土地の面積の区分に応じ、

次に掲げる額 

ア ５００平方メートル以内の場合 １６，０００円 

イ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の場合 １８，０００円 

ウ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 ２１，００

０円 

エ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の場合 ２４，００

０円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場合 ３４，００

０円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の場合 ３７，０

００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内の場合 ４４，

０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内の場合 ５８，

０００円 

ケ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内の場合 ７８，
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０００円 

コ ７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の場合 １１

４，０００円 

サ １００，０００平方メートルを超える場合 １３８，０００円 

 (481) 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項又は第３５条第１項の規定に基

づく土石の堆積に関する変更許可の申請に対する審査 

土石の堆積に関する変更許可申請手数料 変更許可申請１件につき、次のア又はイ

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が１３

８，０００円を超えるときは、１３８，０００円 

(ア) 土石の堆積に関する工事の設計の変更（(イ)のみに該当する場合を除く。）

については、土石の堆積をする面積（(イ)に規定する変更を伴う場合にあっては

変更前の土石の堆積をする面積、土石の堆積をする面積の縮小を伴う場合にあっ

ては縮小後の土石の堆積をする面積）に応じ前号に規定する額に１０分の１を乗

じて得た額 

(イ) 新たな土地の土石の堆積をする土地への編入については、新たに編入される

土石の堆積をする土地の面積に応じ前号に規定する額 

(ウ) その他の変更については、１０，０００円 

イ 土石の堆積の許可の日から５年ごとに区分した各期間を超えて許可の有効期間を

延長する変更許可の場合 土石の堆積をする面積に応じ前号に規定する額 

第２条第１項第４８１号の次に次の２号を加える。 

(481)の２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１８条第１項又は第３７条第１項の規定

に基づく検査の申請に対する審査 

宅地造成又は特定盛土等に関する中間検査手数料 切土又は盛土をする土地の面積

の区分に応じ、次に掲げる額 

ア ５００平方メートル以内の場合 １０，０００円 

イ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の場合 １１，０００円 

ウ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 １２，００

０円 

エ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の場合 １３，００

０円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場合 １５，００

０円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の場合 １６，０
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００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内の場合 １７，

０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内の場合 １８，

０００円 

ケ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内の場合 ２０，

０００円 

コ ７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の場合 ２６，

０００円 

サ １００，０００平方メートルを超える場合 ２７，０００円 

(481)の３ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号）第

８８条の規定に基づく証明書の交付 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の許可等に関する証明書交付手数料 １通に

つき ４００円 

第２条第１項第６２５号及び第６２５号の２を次のように改める。 

(625)  都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下この号及

び次号において「都市低炭素化促進法」という。）第５３条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 別表第２６の５に掲げる区分に応じた額。

ただし、都市低炭素化促進法第５４条第２項の規定により建築基準法第６条第１項に

規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手

数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして

第１７７号及び第１７８号の規定を適用して算定した手数料の額を、別表第２６の５

に掲げる区分に応じた額に加算した額 

(625)の２ 都市低炭素化促進法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査 

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 別表第２６の８に掲げる区分に応じ

た額。ただし、都市低炭素化促進法第５４条第２項の規定により建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場

合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみ

なして第１７７号及び第１７８号の規定を適用して算定した手数料の額を、別表第２

６の８に掲げる区分に応じた額に加算した額 

第２条第１項第６２５号の４の２中「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に、「第

１３条第２項」を「第１２条第２項」に改め、同項第６２５号の４の３中「第１２条第２
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項」を「第１１条第２項」に、「第１３条第３項」を「第１２条第３項」に改め、同項第

６２５号の５中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条第２項」を「第

３０条第２項」に改め、同項第６２５号の６中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」

に、「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２

項」に改め、同項第６２５号の７を次のように改める。 

(625)の７ 削除 

第２条第１項第６２５号の７の２中「第１１条」を「第１３条」に改め、同条第６項の

次に次の１項を加える。 

７ 第１項第４０５号の２の第７項で定める者は、次に掲げる者とする。 

( 1 ) 道路交通法第１０３条の２第４項又は第１０６条の４第１項（第２号に係る部分 

に限る。）の規定による免許情報記録の抹消を受けた者であって、当該抹消を受けた 

後初めて同法第９５条の２第１項の規定による申請をしたもの（次に掲げる者を除く。） 

ア 当該抹消された免許情報記録に係る運転免許の効力の停止の期間が満了し、又は 

当該運転免許の効力の停止が解除された後に、免許証等の更新を受け、又は当該運

転免許以外の運転免許（仮運転免許を除く。）が与えられた者 

イ 道路交通法第９２条第１項又は第１０１条の４の２第１項の規定による免許証（

仮運転免許に係るものを除く。）の交付を受けようとする際に当該申請をした者 

( 2 ) 道路交通法第１０６条の４第２項の規定による免許情報記録の書換えを受ける者 

（同法第１０４条の４第３項の規定により運転免許が与えられる者を除く。） 

第３条の表中第２条第１項第２６１号の２の手数料の項の次に次の１項を加える。 

 第２条第１項第４０５号の２の手数料        情報の記録又 情報の記録又 

                         は書換えを受 は書換えのと 

けようとする き。ただし、 

者      知事が別に定 

       める場合にあ 

       っては、申請 

       のとき。 

別表第９金額の欄中「７，０００円」を「１２，０００円」に、「１３，０００円」を 

「２２，０００円」に、「２０，０００円」を「３４，０００円」に、「２８，０００円」 

を「４８，０００円」に、「４８，０００円」を「７２，０００円」に、「７１，０００

円」を「１０７，０００円」に、「２０７，０００円」を「３１１，０００円」に、「３

１１，０００円」を「４６７，０００円」に、「５３１，０００円」を「７９７，０００

円」に改める。 

別表第９の３金額の欄中「１４７，０００円」を「１９１，０００円」に、「１８３，
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０００円」を「２３８，０００円」に、「２０１，０００円」を「２６１，０００円」に、

「２５５，０００円」を「３３２，０００円」に、「４３６，０００円」を「５６７，０

００円」に、「２１４，０００円」を「２７８，０００円」に、「２８６，０００円」を

「３７２，０００円」に、「３２７，０００円」を「４２５，０００円」に、「４３５， 

０００円」を「５６６，０００円」に、「８００，０００円」を「１，０４０，０００円」

に改める。 

別表第９の４金額の欄中「７２，０００円」を「９４，０００円」に、「１１６，００

０円」を「１５１，０００円」に、「１３９，０００円」を「１８１，０００円」に、「

１５２，０００円」を「１９８，０００円」に、「２５５，０００円」を「３３２，００

０円」に、「４３６，０００円」を「５６７，０００円」に、「７７，０００円」を「１

００，０００円」に、「１５３，０００円」を「１９９，０００円」に、「２００，００

０円」を「２６０，０００円」に、「２２８，０００円」を「２９７，０００円」に、「

４３５，０００円」を「５６６，０００円」に、「８００，０００円」を「１，０４０，

０００円」に改める。 

別表第１０金額の欄中「１４，０００円」を「２４，０００円」に、「１７，０００円」 

を「２９，０００円」に、「２３，０００円」を「３９，０００円」に、「３２，０００

円」を「５４，０００円」に、「５３，０００円」を「８０，０００円」に、「７４，０

００円」を「１１１，０００円」に、「１７８，０００円」を「２６７，０００円」に、

「２６０，０００円」を「３９０，０００円」に、「４５５，０００円」を「６８３，０

００円」に改める。 

別表第１０の２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１０の２（第２条第１項第１８０号及び第１８２号関係） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積       金額 

３００平方メートル未満のもの                  ９，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの    １１，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  １５，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  ３４，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの ４５，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のも ５１，０００円 

 の 

２５，０００平方メートル以上のもの              ５５，０００円 

別表第１０の２備考中「第４条第１項」を「第３条第１項」に改める。 

別表第１１金額の欄中「１３，０００円」を「２２，０００円」に、「１６，０００円」 

を「２７，０００円」に、「２２，０００円」を「３７，０００円」に、「３０，０００
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円」を「５１，０００円」に、「５２，０００円」を「７８，０００円」に、「６９，０

００円」を「１０４，０００円」に、「１６１，０００円」を「２４２，０００円」に、

「２５２，０００円」を「３７８，０００円」に、「４４５，０００円」を「６６８，０

００円」に改める。 

別表第１２金額の欄中「１３，０００円」を「２２，０００円」に、「１６，０００円」 

を「２７，０００円」に、「２２，０００円」を「３７，０００円」に、「２８，０００

円」を「４８，０００円」に、「４９，０００円」を「７４，０００円」に、「６６，０

００円」を「９９，０００円」に、「１４７，０００円」を「２２１，０００円」に、「

２２２，０００円」を「３３３，０００円」に、「４０７，０００円」を「６１１，００

０円」に改める。 

 別表第１８を次のように改める。 

別表第１８（第２条第１項第４０３号関係）  

             区分                金額 

  大型自動車免許、中型自動 道路交通法（以下この表        １，６５０円 

 車免許又は準中型自動車免 、別表第１９、別表第３ 

 許に係る試験       ０及び別表第３１におい 

              て「法」という。）第９ 

              ７条の２第１項第１号又 

              は第２号に該当して同項 

              の規定の適用を受ける場 

              合 

法第９７条の２第１項第 １，９５０円（道路交通法施 

              ３号又は第５号に該当し 行令（以下この表において「 

              て同項の規定の適用を受 令」という。）第３３条の６ 

              ける場合        の２第６号に掲げるやむを得 

                          ない理由のため免許証等の更 

                          新を受けることができなかっ 

                          た者に対する試験にあっては 

                          、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ３，９００円（法第９７条第 

              規定の適用を受けない場 １項第２号に掲げる事項につ 

合           いて行う試験（以下この表に 

            おいて「技能試験」という。 

            ）を熊本県公安委員会が提供 
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            する自動車を使用して受ける 

            場合にあっては、６，９００ 

            円） 

 普通自動車免許に係る試験 法第９７条の２第１項第        １，９００円 

              １号又は第２号に該当し 

              て同項の規定の適用を受 

              ける場合 

              法第９７条の２第１項第 １，９５０円（令第３３条の 

              ３号又は第５号に該当し ６の２第６号に掲げるやむを 

              て同項の規定の適用を受 得ない理由のため免許証等の 

ける場合        更新を受けることができなか 

            った者に対する試験にあって 

            は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ２，５００円（技能試験を熊 

              規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自                    

              合           動車を使用して受ける場合に 

                          あっては、３，３００円） 

 特定第一種運転免許又は大 法第９７条の２第１項第        １，８５０円 

 型特殊自動車第二種免許若 ２号に該当して同項の規 

 しくは牽引第二種免許に係 定の適用を受ける場合 

る試験          法第９７条の２第１項第 １，９５０円（令第３３条の 

              ３号又は第５号に該当し ６の２第６号に掲げるやむを 

              て同項の規定の適用を受 得ない理由のため免許証等の 

              ける場合        更新を受けることができなか 

                          った者に対する試験にあって 

                          は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ２，８００円（技能試験を熊 

              規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自 

              合           動車を使用して受ける場合に 

                          あっては、４，５５０円） 

 小型特殊自動車免許又は原 法第９７条の２第１項の １，９５０円（令第３３条の 

 動機付自転車免許に係る試 規定の適用を受ける場合 ６の２第６号に掲げるやむを 

 験                        得ない理由のため免許証等の 

                          更新を受けることができなか 
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                          った者に対する試験にあって 

                          は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の        １，６００円 

              規定の適用を受けない場 

              合 

 大型自動車第二種免許、中 法第９７条の２第１項第        １，８００円 

 型自動車第二種免許又は普 ２号に該当して同項の規 

 通自動車第二種免許に係る 定の適用を受ける場合              

 試験           法第９７条の２第１項第 １，９５０円（令第３３条の 

              ３号又は第５号に該当し ６の２第６号に掲げるやむを 

              て同項の規定の適用を受 得ない理由のため免許証等の 

              ける場合        更新を受けることができなか 

                          った者に対する試験にあって 

                          は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ４，５００円（技能試験を熊 

              規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自 

              合           動車を使用して受ける場合に 

                          あっては、７，４５０円） 

 仮運転免許に係る試験   法第９７条の２第１項第        １，８００円 

              ２号に該当して同項の規 

              定の適用を受ける場合 

              法第９７条の２第１項第        １，６５０円 

              ４号に該当して同項の規 

              定の適用を受ける場合 

              法第９７条の２第１項の ２，９５０円（技能試験を熊 

規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自 

合           動車を使用して受ける場合に 

            あっては、４，７００円） 

別表第１９を次のように改める。 

別表第１９（第２条第１項第４１３号関係）  

区分                金額 

 法第１０８条の２第１項第１号に掲げる講習     講習１時間につき ８５０円 

 法第１０８条の２第１項第２号に掲げる講習     講習１時間につき ２，４０ 

                          ０円 



 

 19 

 法第１０８条の２第１項第３号に掲げる講習     講習１時間につき １，９５ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第 大型自動車免許、中型自 講習１時間につき ４，６５ 

 ４号に掲げる講習     動車免許又は準中型自動 ０円 

              車免許に係る講習（準中 

              型自動車免許に係る講習 

              にあっては、普通自動車 

              免許を受けている者に対 

              するものに限る。） 

              準中型自動車免許に係る 講習１時間につき ３，８０ 

              講習（普通自動車免許を ０円 

              受けている者に対するも 

              のを除く。） 

              普通自動車免許に係る講 講習１時間につき ３，０５ 

              習           ０円 

 法第１０８条の２第１項第 大型自動二輪車免許に係 講習１時間につき ４，３０ 

 ５号に掲げる講習     る講習         ０円 

              普通自動二輪車免許に係 講習１時間につき ４，２０ 

              る講習         ０円 

 法第１０８条の２第１項第６号に掲げる講習     講習１時間につき １，７５ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第７号に掲げる講習     講習１時間につき ３，２０ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第８号に掲げる講習     講習１時間につき １，８５ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第９号に掲げる講習     講習１時間につき ９００円 

 法第１０８条の２第１項第 準中型自動車免許に係る 講習１時間につき ２，３０ 

 １０号に掲げる講習    講習          ０円 

              普通自動車免許に係る講 講習１時間につき ２，１５ 

              習           ０円 

              大型自動二輪車免許に係 講習１時間につき ２，８５ 

              る講習         ０円 

              普通自動二輪車免許に係 講習１時間につき ２，７０ 

              る講習         ０円 
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              原動機付自転車免許に係 講習１時間につき ２，５５ 

              る講習         ０円 

 法第１０８条の２第１項第 法第９５条の６第１項の ５００円（熊本県公安委員会 

 １１号に掲げる講習    表の備考１のロに規定す の使用に係る電子計算機（入 

              る優良運転者に対する講 出力装置を含む。以下この表 

              習           において同じ。）と講習を受 

                          ける者の使用に係る電子計算 

                          機とを電気通信回線で接続し 

                          た電子情報処理組織を使用す 

                          る方法による講習（以下この 

                          表において「オンライン講習 

                          」という。）にあっては、２ 

００円） 

              法第９５条の６第１項の ８００円（オンライン講習に 

              表の備考１のハに規定す あっては、２００円） 

              る一般運転者に対する講 

              習 

              法第９５条の６第１項の        １，４００円 

              表の備考１のニに規定す 

              る違反運転者等のうち特 

              定基準不該当者（国家公 

              安委員会規則で定める道 

              路交通法施行令第３３条 

              の７第２項の基準に該当 

              しない者をいう。以下こ 

              の表において同じ。）で 

              ないものに対する講習 

              法第９５条の６第１項の ８００円（オンライン講習に 

              表の備考１のニに規定す あっては、２００円） 

              る違反運転者等のうち特 

              定基準不該当者であるも 

              のに対する講習 

 法第１０８条の２第１項第 普通自動車対応免許を受        ６，６００円 

 １２号に掲げる講習    けている者（法第９７条 
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              の２第１項第３号イ及び 

              ハに掲げる者並びに法第 

              １０１条の４第３項の規 

              定の適用を受ける者を除 

              く。）に対する講習 

              普通自動車対応免許を受        ２，９５０円 

              けている者（法第９７条 

              の２第１項第３号イ若し 

              くはハに掲げる者又は法 

              第１０１条の４第３項の 

              規定の適用を受ける者に 

              限る。）又は第一種運転 

              免許若しくは第二種運転 

              免許であって普通自動車 

              対応免許以外のもののみ 

              を受けている者に対する 

              講習 

 法第１０８条の２第１項第 自動車等（これに準ずる       １２，９００円 

 １３号に掲げる講習    ものとして国家公安委員 

              会規則で定める装置を含 

              む。）を使用する指導（ 

              以下この表において「実 

              車等指導」という。）を 

              含む講習 

              実車等指導を含まない講        ９，３５０円 

              習 

 法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる講習    講習１時間につき ２，６０ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第１５号に掲げる講習    講習１時間につき ２，１０ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第１６号に掲げる講習    講習１時間につき ２，０５ 

                          ０円 

別表第２６新築の場合の部確認書又は設計住宅性能評価書が添付された場合の款一戸建

ての住宅の項中「一戸建ての住宅」の次に「（人の居住の用以外の用途に供する部分を有
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しないものに限る。以下この表から別表第２６の４までにおいて同じ。）」を加え、同表 

備考１中「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の次に「（平成１１年法律第８１号）」

を加える。 

別表第２６の５を次のように改める。 

別表第２６の５（第２条第１項第６２５号関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき５，０ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  ２２，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ４８，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ８６，０００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３１， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３４， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ６１，０００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２ １０２，０００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以 １７３，０００円 

    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 ２４８，０００円 

    場合         上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１６， 

         仕様 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

         によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 
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         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ２９，０００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，０００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ９１，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３８，０００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２３， 

         性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２５， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ４５，０００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ７６，０００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以 １３２，０００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以 １９３，０００円 

         方法    上のもの 

 非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

 宅部 するものとして知事が もの 

 分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１  １８，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以  ２９，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ８６，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３６，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満                      
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のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １７２，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

面積が２５，０００平方メートル ２１４，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ７７，０００円 

    に相当するもの ル建 もの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ９８，０００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以 １２９，０００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２０９，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２７２，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３２７，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

             面積が２５，０００平方メートル ３８４，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の ２０１，０００円 

            入力 もの 

法等 面積が３００平方メートル以上１ ２５２，０００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 ３２５，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ４６３，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 
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               面積が５，０００平方メートル以 ５７１，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満          

のもの 

            面積が１０，０００平方メートル ６７４，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ７６９，０００円 

               以上のもの 

備考 

１ 住宅部分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済

産業省・国土交通省令第１号）第１条第２項に規定する住宅部分をいう。別表第２

６の８及び別表第２６の１１の２から別表第２６の１３までにおいて同じ。 

２ 非住宅部分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

１号に規定する非住宅部分をいう。別表第２６の８及び別表第２６の１１の２から

別表第２６の１３までにおいて同じ。 

３ 適合証とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１４条

第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が都市低炭素化促進法第

５４条第１項第１号に掲げる基準に適合することを証する書面をいう。別表第２６

の８において同じ。 

４ 設計住宅性能評価書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項に

規定する設計住宅性能評価書（同法第２条第３項に規定する日本住宅性能表示基準

に定める基準であって、知事が指定するものに適合していることを証するものに限

る。）をいう。別表第２６の８、別表第２６の１２及び別表第２６の１３において

同じ。 

５ 誘導性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２

号イ( 1 )及びロ( 1 )に規定する基準をいう。別表第２６の８、別表第２６の１２及

び別表第２６の１３において同じ。 

６ 誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２

号イ( 2 )及びロ( 2 )に規定する基準をいう。別表第２６の８、別表第２６の１２及

び別表第２６の１３において同じ。 

７ モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号ロ並びに第１０条第１号イ( 2 )及びロ( 2 )に規定する基準により評価する方

法をいう。別表第２６の８及び別表第２６の１１の２から別表第２６の１３までに
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おいて同じ。 

８ 標準入力法等とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号イ並びに第１０条第１号イ( 1 )及びロ( 1 )に規定する基準により評価する方

法又は同令第１条第１項第１号ただし書及び第１０条第１号ただし書に規定する国

土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。別

表第２６の８及び別表第２６の１１の２から別表第２６の１３までにおいて同じ。 

９ 申請に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それ

ぞれの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の別表第２６の５に掲げ

る区分に応じた額とする｡ 

別表第２６の６及び別表第２６の７を次のように改める。 

別表第２６の６及び別表第２６の７ 削除 

別表第２６の８を次のように改める。 

別表第２６の８（第２条第１項第６２５号の２関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき２，５ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  １１，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ２４，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ４３，０００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１５， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ３０，５００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，０００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以  ８６，５００円 
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    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 １２４，０００円 

    場合         上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，０ 

         仕様 建て ートル未満のもの        ００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，５ 

         によ 宅  ートル以上のもの        ００円 

         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  １４，５００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ２５，５００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ４５，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６９，０００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１１， 

         性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１２， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ５００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ２２，５００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ３８，０００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以  ６６，０００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以  ９６，５００円 

         方法    上のもの 

 非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

 宅部 するものとして知事が もの 

分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１   ９，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 
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               面積が１，０００平方メートル以  １４，５００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ４３，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６８，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

のもの 

               面積が１０，０００平方メートル  ８６，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

面積が２５，０００平方メートル １０７，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ３８，５００円 

    に相当するもの ル建 もの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ４９，０００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以  ６４，５００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 １０４，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３６，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １６３，５００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル １９２，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の １００，５００円 

            入力 もの 
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法等 面積が３００平方メートル以上１ １２６，０００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 １６２，５００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２３１，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２８５，５００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３３７，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ３８４，５００円 

               以上のもの 

 備考 

申請に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞ

れの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の２の別表第２６の８に掲げ

る区分に応じた額とする。 

 別表第２６の９及び別表第２６の１０を次のように改める。 

別表第２６の９及び別表第２６の１０ 削除 

別表第２６の１１の２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２６の１１の２（第２条第１項第６２５号の４の２関係） 

             建築物エネルギー消費性能適合性判定     

             に係る面積 

住宅 認定通知書 一戸建ての住宅              １戸につき５，０ 

部分 が添付され                      ００円 

    た場合   共同 ３００平方メートル未満のもの     １０，０００円 

          住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ２０，０００円 

          等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ４４，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの   ７９，０００円 

区分 金額 
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    認定 性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき３１， 

    通知 基準 建て                   ０００円 

    書が によ の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき３４， 

    添付 り評 宅                    ０００円 

    され 価す 共同 ３００平方メートル未満のもの     ６２，０００円 

    ない る方 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平 １０３，０００円 

    場合 法  等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ １７５，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの  ２５１，０００円 

       性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき２３， 

       基準 建て                   ０００円 

       及び の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき２６， 

       仕様 宅                    ０００円 

       基準 共同 ３００平方メートル未満のもの     ４６，０００円 

       の併 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ７７，０００円 

       用に 等  方メートル未満のもの 

       より    ２，０００平方メートル以上５，００ １３３，０００円 

       評価    ０平方メートル未満のもの 

       する    ５，０００平方メートル以上のもの  １９５，０００円 

       方法 

非住 認定通知書が添付 ３００平方メートル未満のもの     １０，０００円 

宅部 された場合    ３００平方メートル以上１，０００平  １６，０００円 

分           方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００  ２７，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ７９，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ １２４，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， １５７，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの １９６，０００円 

    認定通知書 モデ ３００平方メートル未満のもの     ７８，０００円 
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    が添付され ル建 ３００平方メートル以上１，０００平  ９９，０００円 

    ない場合  物法 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００ １３１，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ ２１１，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ ２７５，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， ３３１，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの ３８８，０００円 

          標準 ３００平方メートル未満のもの    ２０３，０００円 

          入力 ３００平方メートル以上１，０００平 ２５５，０００円 

          法等 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００ ３２８，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ ４６９，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ ５７７，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， ６８２，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの ７７８，０００円 

別表第２６の１１の２備考１中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５

条第１項」を「第３０条第１項又は第３１条第１項」に改め、「いう。」の次に「別表第

２６の１１の３において同じ。」を加え、同表備考２中「第４条第１項」を「第３条第１

項」に改め、「いう。」の次に「別表第２６の１１の３において同じ。」を加え、同表備

考３及び備考４を次のように改める。 

３ 性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号イ( 1 )及びロ( 1 )に規定する基準をいう。別表第２６の１１の３において同じ。 

４ 仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号イ( 2 )及びロ( 2 )に規定する基準をいう。別表第２６の１１の３において同じ。 

別表第２６の１１の２備考に次のように加える。 

５ 判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それ
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ぞれの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の４の２の別表第２６の

１１の２に掲げる区分に応じた額とする。 

別表第２６の１１の３を次のように改める。 

別表第２６の１１の３（第２条第１項第６２５号の４の３及び第６２５号の７の２関係） 

             建築物エネルギー消費性能適合性判定 

             に係る面積 

住宅 認定通知書 一戸建ての住宅              １戸につき２，５ 

部分 が添付され                      ００円 

    た場合   共同 ３００平方メートル未満のもの      ５，０００円 

          住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  １０，０００円 

          等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ２２，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの   ３９，５００円 

    認定 性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき１５， 

    通知 基準 建て                   ５００円 

    書が によ の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき１７， 

    添付 り評 宅                    ０００円 

    され 価す 共同 ３００平方メートル未満のもの     ３１，０００円 

    ない る方 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ５１，５００円 

    場合 法  等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ８７，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの  １２５，５００円 

       性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき１１， 

       基準 建て                   ５００円 

       及び の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき１３， 

       仕様 宅                    ０００円 

       基準 共同 ３００平方メートル未満のもの     ２３，０００円 

       の併 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ３８，５００円 

       用に 等  方メートル未満のもの 

       より    ２，０００平方メートル以上５，００  ６６，５００円 

       評価    ０平方メートル未満のもの 

       する    ５，０００平方メートル以上のもの   ９７，５００円 

区分 金額 
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       方法 

非住 認定通知書が添付 ３００平方メートル未満のもの      ５，０００円 

宅部 された場合    ３００平方メートル以上１，０００平   ８，０００円 

分           方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００  １３，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ３９，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０  ６２，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５，  ７８，５００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの  ９８，０００円 

    認定通知書 モデ ３００平方メートル未満のもの     ３９，０００円 

    が添付され ル建 ３００平方メートル以上１，０００平  ４９，５００円 

    ない場合  物法 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００  ６５，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ １０５，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ １３７，５００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， １６５，５００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの １９４，０００円 

          標準 ３００平方メートル未満のもの    １０１，５００円 

          入力 ３００平方メートル以上１，０００平 １２７，５００円 

          法等 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００ １６４，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ ２３４，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ ２８８，５００円 

             ００平方メートル未満のもの 
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             １０，０００平方メートル以上２５， ３４１，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの ３８９，０００円 

 備考 

判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞ

れの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の４の３又は第６２５号の７

の２の別表第２６の１１の３に掲げる区分に応じた額とする。 

別表第２６の１２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２６の１２（第２条第１項第６２５号の５関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき５，０ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  ２０，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ４４，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ７９，０００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３１， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３４， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ６２，０００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２ １０３，０００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以 １７５，０００円 

    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 ２５１，０００円 

    場合         上のもの 
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         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１６， 

         仕様 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

         によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ３０，０００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，０００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ９２，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３９，０００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２３， 

         性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２６， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ４６，０００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ７７，０００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以 １３３，０００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以 １９５，０００円 

         方法    上のもの 

非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

宅部 するものとして知事が もの 

 分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１  １６，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以  ２７，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ７９，０００円 
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               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １２４，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １５７，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

面積が２５，０００平方メートル １９６，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ７８，０００円 

    に相当するもの ル建 のもの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ９９，０００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以 １３１，０００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２１１，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２７５，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３３１，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ３８８，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の ２０３，０００円 

            入力 もの 

            法等 面積が３００平方メートル以上１ ２５５，０００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 ３２８，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 
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               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ４６９，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ５７７，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ６８２，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ７７８，０００円 

               以上のもの 

 別表第２６の１２備考１中「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に、「第３５条第

１項第１号」を「第３０条第１項第１号」に改め、「いう。」の次に「別表第２６の１３

において同じ。」を加え、同表中備考２から備考６までを削り、備考７を備考２とし、備

考８を備考３とする。 

別表第２６の１３中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２６の１３（第２条第１項第６２５号の６関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき２，５ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  １０，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ２２，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ３９，５００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１５， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 
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    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ３１，０００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，５００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以  ８７，５００円 

    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 １２５，５００円 

    場合         上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，０ 

         仕様 建て ートル未満のもの        ００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，５ 

         によ 宅  ートル以上のもの        ００円 

         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  １５，０００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ２５，５００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ４６，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６９，５００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１１， 

         性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１３， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ２３，０００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ３８，５００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以  ６６，５００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以  ９７，５００円 
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         方法    上のもの 

非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

宅部 するものとして知事が もの 

 分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１   ８，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以  １３，５００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ３９，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６２，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル  ７８，５００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

面積が２５，０００平方メートル  ９８，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ３９，０００円 

    に相当するもの ル建 のもの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ４９，５００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以  ６５，５００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 １０５，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３７，５００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １６５，５００円 

               以上２５，０００平方メートル未 
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               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル １９４，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の １０１，５００円 

            入力 もの 

            法等 面積が３００平方メートル以上１ １２７，５００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 １６４，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２３４，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２８８，５００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３４１，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ３８９，０００円 

               以上のもの 

 別表第２６の１３中備考１から備考６までを削り、備考７を備考１とし、同表備考８中

「第３５条第１項」を「第３０条第１項」に改め、同表中備考８を備考２とし、備考９を

備考３とし、備考１０を備考４とする。 

 別表第２６の１４を次のように改める。 

別表第２６の１４ 削除 

 別表第３０の１の項中「４，０００円」を「３，８００円」に、「３，５５０円」を「

３，６５０円」に、「１，２５０円」を「１，２００円」に、「４，２５０円」を「４，

４５０円」に改め、同表２の項中「６，７００円」を「６，３５０円」に、「６，１００

円」を「６，２５０円」に、「２，１００円」を「１，９００円」に、「７，４００円」

を「７，７５０円」に改め、同表５の項中「２，３５０円」を「２，６００円」に、「１，

９００円」を「１，８５０円」に、「２，６５０円」を「２，５５０円」に改め、同表６

の項中「２，０５０円」を「２，０００円」に、「２，５５０円」を「２，４００円」に、

「３，７００円」を「３，７５０円」に改め、同表７の項中「２，５５０円」を「２，６ 
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００円」に改め、同表備考１中「２，３５０円」を「２，９５０円」に、「１，１００円」 

を「１，３５０円」に改め、同表備考２中「５００円」を「５５０円」に、「３００円を、」 

を「３５０円を、」に、「３００円を減ずる」を「３５０円を減ずる」に改める。 

別表第３１の１の項中「４，０００円」を「３，８００円」に、「３，５５０円」を「

３，６５０円」に、「１，２５０円」を「１，２００円」に、「４，２５０円」を「４，

４５０円」に改め、同表２の項中「２，０５０円」を「２，１００円」に改め、同表４の

項及び５の項中「１，３００円」を「１，３５０円」に改め、同表６の項中「１，５００

円」を「１，５５０円」に改め、同表７の項中「２，５５０円」を「２，６００円」に改

め、同表備考１中「２，４００円」を「３，０００円」に、「９００円」を「９５０円」

に、「１，１００円」を「１，３５０円」に、「２，８５０円」を「２，９５０円」に改

め、同表備考２中「１５０円を、」を「２００円を、」に、「１５０円を減ずる」を「５

０円を減ずる」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

( 1 ) 第２条第１項第１７７号、第１７９号の２から第１８６号まで、第２１９号及び 

第２２０号の改正規定（同項第１８０号及び第１８２号の改正規定中「第１１条第１

項」を「第１０条第１項」に改める部分を除く。） 公布の日 

( 2 ) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 令和７年３月２４日 

( 3 ) 第２条第１項第１８０号及び第１８２号の改正規定（「第１１条第１項」を「第 

１０条第１項」に改める部分に限る。）、第２条第１項第２２３号、第３０２号、第

３０３号及び第４７８号から第４８１号までの改正規定、同号の次に２号を加える改

正規定、同項第６２５号、第６２５号の２及び第６２５号の４の２から第６２５号の

７の２までの改正規定、別表第９、別表第９の３、別表第９の４、別表第１０から別

表第１２まで、別表第２６、別表第２６の５から別表第２６の１０まで及び別表第２

６の１１の２から別表第２６の１４までの改正規定並びに附則第３項の規定（熊本県

収入証紙条例（昭和３９年熊本県条例第２４号）別表第１手数料の項第４２９号から

第４３２号までの改正規定、同号の次に２号を加える改正規定及び同項第５６４号の

４３の改正規定に限る。） 令和７年４月１日 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にされている申請等に対する改正前の熊本県手数料条例第２条 

第１項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

 （熊本県収入証紙条例の一部改正） 

３ 熊本県収入証紙条例の一部を次のように改正する。 
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別表第１手数料の項中第３６８号の４を第３６８号の５とし、第３６８号の３を第３

６８号の４とし、第３６８号の２を第３６８号の３とし、第３６８号の次に次の１号を

加える。 

368 の 2  特定免許情報記録手数料 

別表第１手数料の項第３７４号及び第３７４号の２を次のように改める。 

374  免許証等更新手数料 

374 の 2  運転免許証等更新経由手数料 

別表第１手数料の項第３７４号の３の次に次の１号を加える。 

374 の 4  運転経歴情報記録手数料 

別表第１手数料の項第４２９号から第４３２号までを次のように改める。 

  429  宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請手数料 

  430  宅地造成又は特定盛土等に関する変更許可申請手数料 

  431  土石の堆積に関する許可申請手数料 

  432  土石の堆積に関する変更許可申請手数料 

  別表第１手数料の項第４３２号の次に次の２号を加える。 

  432 の 2  宅地造成又は特定盛土等に関する中間検査手数料 

  432 の 3  宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の許可等に関する証明書交付手数料 

別表第１手数料の項第５６４号の４３を次のように改める。 

  564 の 43 削除 

 （提案理由） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正等に伴い、手数料の規定を整備す

る必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 


